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物価高騰に係る緊急経済対策として水道料金の基本料金を減免します

毎月の検針にご協力をお願いします

寒い冬場の水道凍結、

気をつけてくださいね！

物価高騰が長期化する中、市民生活への影響を緩和するため、国の「物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金」を活用し、令和８年１月請求分から３月請求分までの３か月間、水道基

本料金を減免します。

〇対象者

名取市水道契約者（官公庁用を除く）

〇期間

令和７年12月検針分（令和８年１月請求分）～令和８年２月検針分（令和８年３月請求分）の
３か月間

〇減免の手続きと方法

申請は不要です。基本料金を差し引く方法で実施します。

※ご使用になった水量に係る従量料金と下水道使用料については、減免対象外です。

 ～1か月あたりの水道基本料金（カッコ内税抜）～
口径13mm 1,078円（980円）
口径20mm 2,255円（2,050円）
口径25mm 3,300円（3,000円）
口径30mm 5,280円（4,800円）
口径40mm 8,800円（8,000円）
口径50mm 17,600円（16,000円）
口径75mm 38,500円（35,000円）
口径100mm 93,500円（85,000円）
口径150mm 143,000円（130,000円）

ご自宅の水道メーターがどこにあるかご存知でしょうか。正しい検針と検針員の安全のために、

メーター周辺をいつも検針しやすい状態にしていただきますよう、次のようなご協力をお願いします。

〇メーターボックスの上に物を置いたり、土砂で埋もれないようにしてください。

〇メーターボックス周辺の草木の除草や剪(せん)定を行ってください。また、内部
の掃除も定期的に行うようにしてください。

〇宅地内への出入り口やメーターボックス付近に犬などのペットが近づかないよう

にしてください。

〇スマート水道メーターに更新されたお宅には、検針員は訪問せず、料金通知の

ハガキを送付させていただいております。

検針等について何かお気づきの点があれば、水道事業所までご連絡ください。

水道マスコット
すいちゃん


